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ユーキャンの登録販売者 速習テキスト＆重要過去問題集 第3版 

「試験問題の作成に関する手引き（令和4年3月作成、令和5年4月一部改訂）」公表に伴う変更のお知らせ 

 
 この度は、弊社書籍をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。 
 本書の記載内容について、「試験問題の作成に関する手引き（令和4年3月作成、令和5年4月一部改訂）の公表に

伴い、以下のような変更がございますので、お知らせいたします。 
 

■「第 3 版 第 1 刷（2022 年 10 月 7 日）」をお持ちの方 
■「第 3 版 第 2 刷（2023 年 3 月 17 日）」をお持ちの方 

 
  該当頁／箇所 変更前 変更後 

P324／本文／3〜11 行目 本文を下の記述に差し替え 
以下の登録販売者でなければ、第二類医薬品または第三類医薬品を販

売する店舗の店舗管理者になることができません（規則第 140 条第 1
項）。 
①過去 5 年間のうち、従事期間が通算して 2 年以上▼ある登録販売者 
②過去 5 年間のうち、従事期間が通算して 1 年以上▼であり、かつ，

「毎年度受講する必要がある研修」と「店舗の管理及び法令遵守に関す  
る追加的な研修」を修了している登録販売者 

③従事期間が通算して 1 年以上であり、かつ、過去に店舗管理者また 
は区域管理者として業務に従事した経験のある登録販売者 
 

●「従事期間」とは、以下の期間のことです。 
・薬局、店舗販売業または配置販売業において、一般従事者▼として薬 

剤師または登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した期間 
・登録販売者として業務（店舗管理者または区域管理者としての業務を 

含む）に従事した期間 
 

P325／用語／2 行目の下 下記の記述を追加 
【１年以上】 ①従事期間が月単位で計算して、1 か月に 160 時間以上

従事した月が 12 月以上、②従事期間が通算して 1 年以上あり、かつ、

過去 5 年間において合計 1,920 時間以上、のいずれかのこと 
 

P326／本文／4〜12 行目 本文を下の記述に差し替え 
以下の登録販売者でなければ、第二類医薬品または第三類医薬品を販

売する区域の区域管理者になることができません（規則第 149 条の 2）。 
①過去 5 年間のうち、従事期間が通算して 2 年以上ある登録販売者 
②過去 5 年間のうち、従事期間が通算して 1 年以上であり、かつ、「毎年 

度受講する必要がある研修」と「区域の管理及び法令遵守に関する追 
加的な研修」を修了している登録販売者 

③従事期間が通算して 1 年以上であり、かつ、過去に店舗管理者または 
区域管理者として業務に従事した経験のある登録販売者 

 
P345／用語 用語 2 点を下の記述に差し替え 

【第十五条第二項本文に規定する登録販売者以外の登録販売者】 研修

中の登録販売者以外の登録販売者のこと 
【同項本文に規定する登録販売者】 研修中の登録販売者のこと 
 

P353／本文／下から 9〜
10 行目 

・コデイン（鎮咳去痰薬に限る） 
・ジヒドロコデイン（鎮咳去痰薬

に限る） 

・コデイン 
・ジヒドロコデイン 

P353／本文／下から 6行

目 
・メチルエフェドリン（鎮咳去痰

薬のうち、内用液剤に限る） 
・メチルエフェドリン 
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 該当頁／箇所 変更前 変更後 

別冊／P19／問 163／b の

解説／すべて 
本文を下の記述に差し替え 

第二類医薬品または第三類医薬品を販売する店舗の店舗管理者となる

登録販売者は、以下の者である必要がある。 
①過去 5 年間のうち、従事期間が通算して 2 年以上あること 
②過去 5 年間のうち、従事期間が通算して 1 年以上であり、かつ、「毎 

年度受講する必要がある研修」と「店舗の管理及び法令遵守に関する 
追加的な研修」を修了していること 

③従事期間が通算して 1 年以上であり、かつ、過去に店舗管理者また 
は区域管理者として業務に従事した経験があること 

○「従事期間」とは、以下の期間をいう。 
・薬局、店舗販売業または配置販売業において、一般従事者として薬剤 

師または登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した期間 
・登録販売者として業務(店舗管理者または区域管理者としての業務を 

含む)に従事した期間 
 

別冊／P20／問 170／b の

解説／7〜13 行目 
本文を下の記述に差し替え 
※「第十五条第二項本文に規定する登録販売者以外の登録販売者」と 

は、研修中の登録販売者以外の登録販売者のこと 
※「同項本文に規定する登録販売者」とは、研修中の登録販売者のこと 
 


